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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 

回次 
第93期 

第１四半期 
連結累計期間 

第94期 
第１四半期 
連結累計期間 

第93期 

会計期間 
自 平成28年４月１日 
至 平成28年６月30日 

自 平成29年４月１日 
至 平成29年６月30日 

自 平成28年４月１日 
至 平成29年３月31日 

売上高 (百万円) 13,554 16,540 84,228 

経常利益又は経常損失(△) (百万円) △323 255 5,442 

親会社株主に帰属する四半期(当
期)純利益又は親会社株主に帰属
する四半期(当期)純損失(△) 

(百万円) △217 215 3,977 

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △543 622 5,948 

純資産額 (百万円) 28,725 34,800 35,219 

総資産額 (百万円) 87,694 92,661 97,489 

１株当たり四半期(当期)純利益 
又は１株当たり四半期(当期)純 
損失(△) 

(円) △1.47 1.45 26.75 

自己資本比率 (％) 32.8 37.6 36.1 

（注）１ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移について記載して

おりません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 

２【事業の内容】

 当第１四半期連結累計期間において、当社の企業グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につい

て、重要な変更はありません。 
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 当第１四半期連結累計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等

のリスク」についての重要な変更はありません。 

 

２【経営上の重要な契約等】

 当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会

社）が判断したものであります。 

 

(1）経営成績の分析 

当第１四半期連結累計期間(平成29年４月１日～平成29年６月30日)における当社グループを取り巻く経営環境

は、各国金融政策等の影響に対する先行き懸念は残るものの、米国や欧州の緩やかな景気拡大、中国・東南アジ

ア諸国における景気回復、これに伴う国内民間設備投資の持ち直しなど、総じて緩やかな回復基調で推移しまし

た。 

このような景況の下で、当社グループの当第１四半期連結累計期間の経営成績は、連結売上高につきましては

165億40百万円(前年同四半期比22.0％増)となりました。損益面につきましては、営業利益は２億10百万円(前年

同四半期は営業損失３億４百万円)、経常利益は２億55百万円(前年同四半期は経常損失３億23百万円)となり、親

会社株主に帰属する四半期純利益は２億15百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失２億17百万

円)となりました。 

なお、当社グループの事業構造として、公共・社会インフラ等の設備関連機器の売上が第２四半期(７～９月)

及び第４四半期(１～３月)に集中する傾向があるため、四半期別の業績には季節的変動があります。 

セグメント別の状況は次のとおりであります。 

モーション機器事業は、航空機用電装品、モーションシステム機器、電磁クラッチ・ブレーキが増加したた

め、事業全体の売上高は71億32百万円(前年同四半期比31.2％増)となりました。損益面につきましては、営業利

益は93百万円(前年同四半期は営業損失３億89百万円)となりました。 

パワーエレクトロニクス機器事業は、クリーン搬送機器、振動機器、公共・社会インフラ等の設備関連機器が

増加したため、事業全体の売上高は63億22百万円(前年同四半期比16.7％増)となりました。損益面につきまして

は、営業利益は４億34百万円(前年同四半期比37.1％増)となりました。 

サポート＆エンジニアリング事業は、設備工事の増加等により、事業全体の売上高は30億85百万円(前年同四半

期比14.3％増)となりました。損益面につきましては、営業損失は２億84百万円(前年同四半期は営業損失２億38

百万円)となりました。 

 

(2）財政状態の分析 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は926億61百万円となり、前連結会計年度末より48億27百万円減少

いたしました。これは、主として受取手形及び売掛金が75億89百万円減少したこと、たな卸資産が30億39百万円増

加したこと等によるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は578億60百万円となり、前連結会計年度末より44億９百万円減少い

たしました。これは、主として借入金が20億83百万円、支払手形及び買掛金が17億47百万円それぞれ減少したこと

等によるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は348億０百万円となり、前連結会計年度末より４億18百万円減少

いたしました。これは、親会社株主に帰属する四半期純利益を計上したものの、配当金の支払等により利益剰余金

が８億25百万円減少したこと、その他有価証券評価差額金が３億57百万円増加したこと等によるものであります。 
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(3）経営方針・経営戦略等 

 当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。 

 

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第１四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題は

ありません。 

 なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。 

 

１．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容の概要 

 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社の企業価値ひいては

株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると当社

取締役会は考えております。上場会社である当社の株式については自由な取引が認められており、当社取締役会

は、当社に対し下記３．２）①において定義している大規模買付行為が行われた場合に、これを受け入れるか否

かの最終的な判断については、その時点における株主の皆様に委ねられるべきであると考えております。 

 しかしながら、大規模買付行為には、その目的等から見て①企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な

侵害をもたらすもの、②株主に株券等の売却を事実上強要するおそれがあるもの、③対象会社の取締役会や株主

が株券等の大規模買付行為の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分

な時間や情報を提供しないもの、④対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者

との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくあり

ません。 

 

 当社は、当社の企業価値の源泉は、①多岐にわたる製品を、機械・電気・制御の開発・生産から販売まで行う

一貫体制、②創業以来培われた豊富な経験とノウハウに裏づけされた高度な技術力、③ステークホルダーとの間

で長年にわたり築き上げてきた信頼関係、④事業組織間での人材、固有技術、製造技術等のシナジーを積み重ね

ていく企業風土、⑤組織、人材のシナジーを引き出す経営と従業員の信頼関係にあると考えており、当社株券等

の大規模買付行為を行う者がこのような当社の企業価値の源泉を理解した上で、これらを中長期的に確保し、向

上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益は毀損されることになります。ま

た、下記３．２）②において定義している大規模買付者により大規模買付行為がなされる場合に、株主の皆様が

これに応じるか否かを決定するに際しては、大規模買付者から、事前に、株主の皆様の判断のために必要かつ十

分な大規模買付行為に関する情報が提供される必要があると考えており、かかる情報が明らかにされないまま大

規模買付行為が強行される場合には、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益は毀損される可能性が極

めて高いと考えております。 

 当社としては、このような当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資さない大規模買付行為を行う

者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模買付行為

に対しては必要かつ相当な対抗手段を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確

保する必要があると考えております。 

 

２．基本方針の実現に資する特別な取組の内容の概要 

１）当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に向けた取組について 

(1）当社の企業理念及び企業価値の源泉について 

 当社は、「企業理念」を制定し、企業価値とその源泉となる競争力向上に取り組んでおります。その「企

業理念」は次のとおりです。 

『「一歩先を行く技術」「地球を大切にする心」「思いやりのある行動」私たちはこの３つを大切に人から

宇宙まで豊かな暮らしと社会の発展に貢献します。』 

 当社は、大正６年（1917年）の創業以来、電磁応用力技術と精密機構技術を基盤に幅広い分野に事業領域

を拡げ、現在では、航空機用電子機器、カラープリンタ、電磁クラッチ、半導体ウェーハ搬送機器、社会イ

ンフラ電気設備等の多様な製品をお客様に提供しております。 

 当社の企業価値の確保・向上を目指す上で、企業価値の源泉は、以下に掲げる要素にあるものと考えてお

ります。 
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 ①官公庁から半導体メーカーや写真関連メーカーまで多岐にわたるお客様のニーズを捉えた製品を、電子

機器、精密機械、制御・ソフトの開発・生産から販売まで行う一貫体制 

 ②創業以来培われた豊富な経験とノウハウに裏づけされた高度な技術力 

 ③株主の皆様はもちろん、お客様・取引先・地域関係者等のステークホルダーとの間で長年にわたり築き

上げてきた信頼関係 

 ④個々の事業組織間での人材の支援や保有技術の相互利用、生産現場での技能協力等のシナジーを積み重

ねていく企業風土 

 ⑤当社の企業風土と歴史的背景を深く理解し、最大限の効果を引き出す経営と従業員の信頼関係 

 

(2）当社の今後の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に向けた取組について 

 当社は、平成25年より５ヵ年の中期経営計画「BRIDGE 100」を策定し、事業活動に取り組んでおります。

創業から100年という長い歴史の中で培ってきた幅広い技術・顧客基盤を活かし、変化する時代に対応した

開発型企業として、新たな成長に向けて邁進しております。また、この中期経営計画の５年間を、次の100

年間も株主の皆様への安定配当、社会への貢献を実現するとともに、株主の皆様・お客様・取引先の期待に

応え、従業員・家族の生活を守る企業であり続けるため、当社グループにおいて培ってきた“Motion ＆ 

Energy Control”技術で、東南アジア・中国の経済成長に伴う産業設備投資需要にマッチした製品の投入

と、先進国成熟社会におけるエネルギー効率化の加速に対応したソリューションの提供により、当社グルー

プの収益基盤を確立し、グローバルな成長を目指します。そして、以下の方針の下、本中期経営計画の目標

を達成し、当社グループの企業価値向上を実現します。 

①中核事業の拡大 

 ４つの中核事業（『航空宇宙事業』、『モーションコントロール機器事業』、『振動機器事業』、『ク

リーン搬送機器事業』）を拡大させるべく開発・設備投資、要員を重点的に配分し、事業収益を向上させ

ます。 

②グローバル事業の拡大 

 東南アジア・中国市場のニーズをつかみ、これまで整備を進めてきたタイ・中国の現地法人を中心にグ

ローバル事業を拡大します。 

③新分野への挑戦 

 “Motion ＆ Energy Control”技術と“計測・制御”技術により、再生医療関連産業の成長、福祉の省

力化ニーズが期待される「医療・福祉」分野、食の安全・安定供給への期待が高まる「農業・水産業」分

野での事業化に挑戦します。 

④グループ経営基盤整備 

 事業拡大、グローバル化を進めるために必要な、開発・技術力の強化、生産の最適化、人材の育成並び

に迅速な意思決定及び効率的な業務遂行を支える基盤の整備を行います。 

 

 また、従来より当社グループの企業価値の確保・向上を図るための重要事項と位置付けている、電子機

器、精密機械、制御・ソフトの設計・開発に関わる高度な技術や溶接・加工等の製造技術・技能の伝承・強

化についても、今後とも引き続き推進してまいります。 

 このように、当社は、今後も企業価値＝業績向上を続けていくため、機械やデータに置き換えることがで

きない技能や組織間のシナジーの重要性を大切にする企業風土を醸成するとともに、これを深く理解する経

営と従業員との信頼のさらなる強化に取り組んでまいります。 

 

２）企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の基盤となる仕組み － コーポレートガバナンスの整備 

 当社は、経営目標を達成する過程においても、各ステークホルダーとのより良好な関係にも配慮すべきであ

ると考えており、かかる目的達成のために、各ステークホルダーの皆様のご理解とご支援をいただくこと、及

び法令・定款の遵守と高い倫理観の醸成を命題として、コンプライアンス体制の整備に取り組み、企業価値の

確保・向上と経営チェック機能の充実をともに図ることを目指しております。 

 具体的な施策としては、執行役員制度を採用し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離すること

により、業務執行機能や意思決定・監督機能を強化するとともに、外部からの経営チェック・助言により適切

な経営に資するため、弁護士など外部の専門家から適宜アドバイスを受けるほか、独立性のある社外取締役２

名及び社外監査役３名を選任し、５名全員を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立委員として同取引所に届け

出ております。また、コンプライアンスに対する社内の意識強化と問題の未然防止に資するため、全社コンプ

ライアンスの担当役員を任命し、関係会社の代表や外部有識者も加えたコンプライアンス委員会の設置を行っ

ております。さらに内部統制システムについて、その体制を整え、継続的な運用と評価・改善を図っておりま

す。 
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３．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための 

取組 

 当社は、上記１．に記載した当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（以

下「基本方針」といいます。）に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ

とを防止するための取組として、当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の更新に関する

議案を平成29年６月29日開催の第93回定時株主総会に諮り、承認されました（更新後の対応方針を、以下「本対

応方針」といいます。）。本対応方針の目的及び概要は以下のとおりであります。 

 

１）本対応方針の目的 

 本対応方針への更新は、上記１．に記載した基本方針に沿って、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同

の利益を確保し、向上させる目的をもって行われたものであります。 

 当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資さない大規模買付行為を行う者は、

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。当社取締役会は、金融

商品取引法及び関連政省令の改正等の動向を注視しつつ、また、昨今の買収防衛策に関する議論の進展等を踏

まえ、このような不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するために

は、当社株券等に対して大規模買付行為が行われた場合に、株主の皆様がこれを受け入れるか否かの最終的な

判断を行ったり、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な時間及び情報を確保す

るとともに、当社取締役会が株主の皆様のために大規模買付者と協議・交渉等を行うこと等を可能とすること

により、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反する大規模買付行為を抑止するための枠組みが

引き続き必要不可欠であると判断いたしました。 

 そこで、当社取締役会は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配

されることを防止するための取組の一環として、本対応方針への更新を行うことを決定いたしました。 

 

２）本対応方針の概要 

 ①対象となる大規模買付行為 

 本対応方針においては、次の（ⅰ）または（ⅱ）に該当する行為（ただし、当社取締役会があらかじめ承

認したものを除きます。以下「大規模買付行為」といいます。）がなされ、またはなされようとする場合に

は、本対応方針に基づく対抗措置が発動されることがあります。 

（ⅰ）当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合の合計が20％以上となる買付け 

（ⅱ）当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株

券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け 

 

 ②本対応方針に係る手続 

 本対応方針は、当社の株券等の大規模買付行為を行おうとし、または現に行っている者（以下「大規模買

付者」といいます。）が現れた場合に、当該大規模買付者に対し、事前に当該大規模買付行為に関する情報

の提供を求め、当社が、当該大規模買付行為についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、株主

の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、大規模買付者との交渉等を行うための手続を定めるも

のであります。なお、大規模買付者には、本対応方針に係る手続を遵守していただくこととし、大規模買付

者は、本対応方針に係る手続の開始後、（ⅰ）当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案

立案のための期間（原則として60日間。以下「取締役会評価期間」といいます。）が終了するまでの間、及

び（ⅱ）取締役会評価期間終了後であっても、対抗措置の発動の可否を問うための株主の総体的意思を確認

する総会（以下「株主意思確認総会」といいます。）が招集された場合には、株主意思確認総会において対

抗措置の発動に関する決議がなされるまでの間、大規模買付行為を実行してはならないものとしておりま

す。 

 

 ③対抗措置の発動 

 大規模買付者が、本対応方針において定められた手続（以下「大規模買付ルール」といいます。）に従う

ことなく大規模買付行為を行う場合、または、大規模買付者による大規模買付行為が当社の企業価値もしく

は株主の皆様の共同の利益を著しく損なうおそれがある場合には、当社は、原則として、当該大規模買付者

その他一定の者による権利行使は認められないとの行使条件及び当社が当該大規模買付者その他一定の者以

外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権（以下「本新株予

約権」といいます。）を、当社を除く全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法（会社法第277条以

下に規定されます。）により割り当てることがあります。なお、当社はこの場合において、大規模買付者が

有する本新株予約権の取得の対価として金銭を交付することは想定しておりません。 
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 ④取締役会の恣意的判断を排するための独立委員会、株主意思確認総会の利用 

 本対応方針においては、本対応方針の運用ないし対抗措置の発動等に関する当社取締役会の恣意的判断を

排し、その判断の合理性及び公正性を担保することを目的として、独立委員会規程に従い、(i）当社社外取

締役、（ⅱ）当社社外監査役、または（ⅲ）社外の有識者（弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投

資銀行業務に精通する者または他社の取締役もしくは執行役として経験のある社外者等）で、当社経営陣か

ら独立した者のみから構成される独立委員会（以下「独立委員会」といいます。）の客観的な判断を経るこ

ととしております。当社取締役会は、大規模買付者が現われた場合、独立委員会へ適時に情報を提供し、独

立委員会は、大規模買付者及び当社取締役会が株主の皆様の共同の利益を損なう行動をとっていないかを含

め、公正な手続が行われているかについての検証を行うものといたします。また、当社取締役会は、対抗措

置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会による勧告を最大限尊重するものといたします。これに加

えて、独立委員会が株主意思確認総会の招集を勧告した場合には、当社取締役会は、株主意思確認総会を招

集し、対抗措置の発動に関する議案を付議することにより株主の皆様のご意思を確認するか否かについて、

独立委員会の勧告を最大限尊重するものといたします。さらに、こうした手続の過程について、株主の皆様

に適時に情報を開示することにより、その透明性を確保することとしております。 

 

 ⑤本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得 

 仮に、本対応方針に従って本新株予約権の無償割当てがなされた場合で、大規模買付者その他一定の者以

外の株主の皆様による本新株予約権の行使がなされた時、または当社による本新株予約権の取得と引換え

に、大規模買付者その他一定の者以外の株主の皆様に対して当社株式が交付された時には、当該大規模買付

者その他一定の者の有する当社株式の議決権割合は、一定程度希釈化される可能性があります。 

 

３）本対応方針の有効期間、廃止及び変更について 

 本対応方針の有効期間は、平成29年６月に開催の第93回定時株主総会終結後３年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する当社定時株主総会の終結の時までとし、かかる有効期間の満了前であっても、（ⅰ）

当社株主総会において本対応方針を廃止もしくは変更する旨の議案が承認された場合、または（ⅱ）当社取締

役会において本対応方針を廃止もしくは変更する旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその時点で廃止

または変更されるものといたします。 

 

 なお、本対応方針の詳細につきましては、平成29年４月24日付当社プレスリリース「当社株券等の大規模買

付行為に関する対応方針（買収防衛策）の更新について」をご覧ください。（当社ホームページ

http://www.sinfo-t.jp） 

 

４．上記２．の取組についての当社取締役会の判断 

 当社は、継続的な企業価値の向上こそが株主の皆様の共同の利益の向上のために最優先されるべき課題である

と考え、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の向上を目的に、上記２．の取組を行っております

が、これらの取組の実施を通じて、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させ、それを当社の

株式の価値に適正に反映させていくことにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損な

うおそれのある当社株券等の大規模買付行為は困難になるものと考えられ、これらの取組は、上記１．の基本方

針に資するものであると考えております。 

 従いまして、上記２．の取組は、上記１．の基本方針に沿うものであり、株主の皆様の共同の利益を損なうも

のではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。 

 

５．上記３．の取組についての当社取締役会の判断 

 本対応方針への更新は、上記１．の基本方針に沿って、当社株券等に対して大規模買付行為が行われた場合

に、株主の皆様がこれを受け入れるか否かの最終的な判断を行ったり、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代

替案を提案するために必要な時間及び情報を確保するとともに、当社取締役会が株主の皆様のために大規模買付

者と協議・交渉等を行うこと等を可能とし、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針

の決定が支配されることを防止することにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向

上させるという目的をもって行われたものであります。 

 また、下記(1）から(5）までのとおり、本対応方針は、株主意思を重視するものであること、買収防衛策に関

する指針の要件を完全に充足していること、合理的かつ客観的な対抗措置発動要件が設定されていること、取締

役会の判断の合理性及び公正性を担保するため独立委員会が設置されていること、デッドハンド型・スローハン

ド型買収防衛策ではないこと等から、本対応方針の運用ないし対抗措置の発動に関する取締役会の判断の合理性

及び公正性が担保されているものであって、当社の役員の地位の維持を目的とするものではありません。 
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(1）株主意思を重視するものであること 

 本対応方針は、本対応方針の是非につき株主の皆様のご意思を確認するため、平成29年６月29日開催の第93

回定時株主総会において、本対応方針への更新に関する議案が諮られ、承認されたものであります。 

 また、上記３．３）に記載のとおり、本対応方針の有効期間は平成29年６月29日開催の第93回定時株主総会

終結後３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する当社定時株主総会の終結の時までとしておりま

すが、かかる有効期間の満了前であっても、（ⅰ）当社株主総会において本対応方針を廃止もしくは変更する

旨の議案が承認された場合、または（ⅱ）当社株主総会において選任された取締役によって構成される当社取

締役会において本対応方針を廃止もしくは変更する旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその時点で廃

止または変更されます。また、独立委員会が株主意思確認総会の招集を勧告した場合には、当社取締役会は、

独立委員会による勧告を最大限尊重して、また、独立委員会から対抗措置の発動の勧告がなされたものの当社

取締役会が必要と判断した場合には、対抗措置の発動に関する議案を株主意思確認総会に付議することがあ

り、これにより株主の皆様のご意思を直接確認することができることとしております。 

 

(2）買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること等 

 本対応方針は、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保ま

たは向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原

則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則）を完全に充足しております。また、経済産

業省に設置された企業価値研究会が平成20年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策

の在り方」その他昨今の買収防衛策に関する議論等を踏まえた内容となっております。さらに本対応方針は、

東京証券取引所の定める買収防衛策の導入に係る諸規則等の趣旨に合致するものであります。 

 

(3）合理的かつ客観的な対抗措置発動要件の設定 

 本対応方針は、合理的かつ客観的な要件が充足されない限りは、対抗措置が発動されないように設定されて

おり、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みが確保されております。 

 

(4）独立委員会の設置 

 当社は、本対応方針において、大規模買付ルールに従って一連の手続が進行されたか否か、及び、大規模買

付ルールが遵守された場合に当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、または向上させるた

めに必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置を発動するか否か、株主意思確認総会を招集するか否かについ

ての取締役会の判断の合理性及び公正性を担保するため、またその他本対応方針の運用ないし対抗措置の発動

等に関する取締役会の判断の合理性及び公正性を確保するために、当社取締役会から独立した組織として、独

立委員会を設置しております。 

 かかる独立委員会の勧告を最大限尊重して当社取締役会が判断を行うことにより、当社取締役会による恣意

的な本対応方針の運用ないし対抗措置の発動を防止するための仕組みが確保されております。 

 

(5）デッドハンド型・スローハンド型買収防衛策ではないこと 

 上記３．３）に記載のとおり、本対応方針は、本対応方針の有効期間の満了前であっても、当社株主総会で

選任された取締役で構成された取締役会により、いつでも廃止することができるものとされております。従い

まして、本対応方針は、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を

阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社の取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年

度のうち最終のものに関する当社定時株主総会の終結の時までとなっており、毎年の当社定時株主総会で取締

役会の構成員の交代を一度に行うことができるため、本対応方針は、対抗措置の発動を阻止するのに時間を要

するスローハンド型買収防衛策でもありません。 

 

 以上のとおり、上記３．の取組は上記１．の基本方針に沿うものであり、株主の皆様の共同の利益を損なうも

のではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。 

 

(5）研究開発活動 

 当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は４億44百万円であります。 

 

(6）主要な設備 

 当第１四半期連結累計期間における主要な設備の変動はありません。また、主要な設備の新設計画に著しい変更

はありません。 
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 580,000,000 

計 580,000,000 

 

②【発行済株式】

 

種類 
第１四半期会計期間末 

現在発行数(株) 
(平成29年６月30日) 

提出日現在発行数(株) 
(平成29年８月４日) 

上場金融商品取引所 
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 148,945,611 148,945,611 
東京証券取引所 
(市場第一部) 

単元株式数は1,000株であ
ります。 

計 148,945,611 148,945,611 － － 

 

(2)【新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。 

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。 

 

(4)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。 

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式 
総数残高 
(千株) 

資本金増減額 
(百万円) 

資本金残高 
(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金 
残高 

(百万円) 

平成29年４月１日～ 
平成29年６月30日 

－ 148,945 － 10,156 － 452 

 

(6)【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 
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(7)【議決権の状況】

 当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載する

ことができませんので、直前の基準日である平成29年３月31日現在の株主名簿により記載しております。 

 

①【発行済株式】

平成29年３月31日現在 
 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式(自己株式等) － － － 

議決権制限株式(その他) － － － 

完全議決権株式(自己株式等) 
（自己保有株式） 
普通株式 261,000 

－ － 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

148,359,000 
148,359 － 

単元未満株式 普通株式 325,611 － － 

発行済株式総数 148,945,611 － － 

総株主の議決権 － 148,359 － 

（注）１ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が16,000株（議決権16個）

含まれております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式569株が含まれております。 

 

②【自己株式等】

平成29年３月31日現在 
 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義 

所有株式数 
（株） 

他人名義 
所有株式数 
（株） 

所有株式数 
の合計 
（株） 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

（自己保有株式） 
シンフォニアテクノロジー 
株式会社 

東京都港区芝大門 
１－１－30 

261,000 － 261,000 0.18 

計 － 261,000 － 261,000 0.18 

（注） 当第１四半期会計期間末日の自己株式数は262,814株であります。 

 

２【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。 
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第４【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。 

 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成29年４月１日から平

成29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。 
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１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

    （単位：百万円） 

  前連結会計年度 
(平成29年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成29年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 7,062 6,113 

受取手形及び売掛金 31,458 23,868 

商品及び製品 1,231 1,310 

仕掛品 8,216 10,575 

原材料及び貯蔵品 5,359 5,959 

その他 2,319 2,306 

貸倒引当金 △34 △26 

流動資産合計 55,613 50,109 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 10,944 10,799 

土地 14,554 14,557 

その他（純額） 4,214 4,271 

有形固定資産合計 29,714 29,628 

無形固定資産 1,438 1,851 

投資その他の資産    

投資有価証券 8,498 9,013 

その他 2,272 2,106 

貸倒引当金 △48 △48 

投資その他の資産合計 10,723 11,072 

固定資産合計 41,875 42,551 

資産合計 97,489 92,661 
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    （単位：百万円） 

  前連結会計年度 
(平成29年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成29年６月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 17,595 15,847 

短期借入金 14,500 14,214 

未払法人税等 1,269 40 

受注損失引当金 338 384 

その他 8,926 9,617 

流動負債合計 42,629 40,105 

固定負債    

長期借入金 12,304 10,506 

役員退職慰労引当金 93 81 

環境対策引当金 388 376 

退職給付に係る負債 3,893 3,838 

その他 2,960 2,952 

固定負債合計 19,640 17,754 

負債合計 62,269 57,860 

純資産の部    

株主資本    

資本金 10,156 10,156 

資本剰余金 452 452 

利益剰余金 17,916 17,091 

自己株式 △65 △65 

株主資本合計 28,460 27,635 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 3,361 3,719 

繰延ヘッジ損益 － △0 

土地再評価差額金 3,913 3,913 

為替換算調整勘定 164 147 

退職給付に係る調整累計額 △681 △614 

その他の包括利益累計額合計 6,758 7,165 

純資産合計 35,219 34,800 

負債純資産合計 97,489 92,661 
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

    （単位：百万円） 

 
 前第１四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 

 至 平成28年６月30日) 

 当第１四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 
 至 平成29年６月30日) 

売上高 13,554 16,540 

売上原価 10,706 12,953 

売上総利益 2,847 3,587 

販売費及び一般管理費 3,151 3,377 

営業利益又は営業損失（△） △304 210 

営業外収益    

受取利息及び配当金 81 110 

その他 53 19 

営業外収益合計 134 130 

営業外費用    

支払利息 56 50 

その他 97 35 

営業外費用合計 154 85 

経常利益又は経常損失（△） △323 255 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△） 
△323 255 

法人税等 △105 39 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △217 215 

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△） 
△217 215 
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

    （単位：百万円） 

 
 前第１四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 

 至 平成28年６月30日) 

 当第１四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 
 至 平成29年６月30日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △217 215 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △242 357 

繰延ヘッジ損益 0 △0 

為替換算調整勘定 △130 △17 

退職給付に係る調整額 47 67 

その他の包括利益合計 △325 407 

四半期包括利益 △543 622 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 △543 622 

非支配株主に係る四半期包括利益 － － 
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

１ コミットメントライン契約 

 当社は安定的かつ機動的に短期の資金調達を行うため、取引銀行22行とコミットメントライン契約を締結し

ております。 

 当第１四半期連結会計期間末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであり

ます。 

 
前連結会計年度 

（平成29年３月31日） 
当第１四半期連結会計期間 

（平成29年６月30日） 

コミットメントライン契約の総額 10,000百万円 10,000百万円 

借入実行残高 4,800百万円 4,500百万円 

差引額 5,200百万円 5,500百万円 

 

（四半期連結損益計算書関係）

１ 季節的変動要因 

 当社グループの事業構造として、公共・社会インフラ等の設備関連機器の売上が第２四半期連結会計期間及

び第４四半期連結会計期間に集中する傾向があるため、四半期連結会計期間別の業績には季節的変動がありま

す。 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。 

 
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成28年４月１日 
至 平成28年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成29年４月１日 
至 平成29年６月30日） 

減価償却費 478百万円 499百万円 

 

（株主資本等関係）

前第１四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日） 

１．配当金支払額 

 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額 
(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成28年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 594 4 平成28年３月31日 平成28年６月30日 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の

末日後となるもの 

 該当事項はありません。 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日） 

１．配当金支払額 

 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額 
(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成29年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 1,040 7 平成29年３月31日 平成29年６月30日 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の

末日後となるもの 

 該当事項はありません。 
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

          （単位：百万円） 

  報告セグメント 
調整額 
(注)１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注)２ 

 
モーション 

機器 

パワー 
エレクトロ 
ニクス機器 

サポート＆ 
エンジニア 
リング 

計 

売上高            

外部顧客への売上高 5,435 5,419 2,699 13,554 － 13,554 

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
420 315 720 1,456 △1,456 － 

計 5,856 5,734 3,419 15,010 △1,456 13,554 

セグメント利益又は損

失（△） 
△389 316 △238 △310 6 △304 

（注）１ セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去等であります。 

２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失と調整を行

っております。 

 

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

          （単位：百万円） 

  報告セグメント 
調整額 
(注)１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注)２ 

 
モーション 

機器 

パワー 
エレクトロ 
ニクス機器 

サポート＆ 
エンジニア 
リング 

計 

売上高            

外部顧客への売上高 7,132 6,322 3,085 16,540 － 16,540 

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
413 535 787 1,736 △1,736 － 

計 7,546 6,857 3,873 18,277 △1,736 16,540 

セグメント利益又は損

失（△） 
93 434 △284 243 △33 210 

（注）１ セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去等であります。 

２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失と調整を行

っております。 
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（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

項目 
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成28年４月１日 
至 平成28年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成29年４月１日 
至 平成29年６月30日） 

１株当たり四半期純利益又は１株当たり
四半期純損失（△） 

  △1.47円 1.45円 

（算定上の基礎）      

親会社株主に帰属する四半期純利益
又は親会社株主に帰属する四半期純
損失（△） 

（百万円） △217 215 

普通株主に帰属しない金額 （百万円） － － 

普通株式に係る親会社株主に帰属す
る四半期純利益又は親会社株主に帰
属する四半期純損失（△） 

（百万円） △217 215 

普通株式の期中平均株式数 （千株） 148,690 148,683 

（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 

２【その他】

 該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

 該当事項はありません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成29年８月３日

シンフォニアテクノロジー株式会社 

取締役会 御中 

 

有限責任 あずさ監査法人 

 

 
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 小  幡  琢  哉  ㊞ 

 

 
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 北  口  信  吾  ㊞ 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているシンフォニアテ

クノロジー株式会社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成29年

４月１日から平成29年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年６月30日まで)に係る

四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記に

ついて四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、シンフォニアテクノロジー株式会社及び連結子会社の平成29年６月30

日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

 



【表紙】

 

【提出書類】
確認書

【根拠条文】
金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】
関東財務局長

【提出日】
平成29年８月４日

【会社名】
シンフォニアテクノロジー株式会社

【英訳名】
SINFONIA TECHNOLOGY CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】
取締役社長  古 谷 浩 三

【最高財務責任者の役職氏名】
－

【本店の所在の場所】
東京都港区芝大門１丁目１番30号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 



１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

 当社代表取締役社長 古谷 浩三は、当社の第94期第１四半期（自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日）

の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

 

２【特記事項】

 確認に当たり、特記すべき事項はありません。 
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